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は

じ

め

に

中
国
史
に
お
い
て
治
水
事
業
に
つ
い
て
は
、
水
利
と
王
朝
支
配
或
い
は
水
利
共
同
体
な
ど
の
局
面
で
、
中
国
水
利
史
研
究
会
を
中
心
に
多
く
の

研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
の
議
論

の
中
核
を
な
す
の
は
水
の
所
有
権
、
水
利
施
設
、
施
設

の
構
成
と
機
能
、
水
利
組
織
な
ど
で
あ

　
ユ

　

っ
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
通
し
て
、
特
に
水
利
組
織
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
水
利
施
設
の
具
体
的

実
態
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
水
利
技
術
の
面
で
も
、
十
八
世
紀
ま
で
の
中
国
の
技
術
を
高
く
評
価

し
て
い
る
J

・
二
i
ダ
ム

　
　

　

　
ヨ

　

の
研
究

が
あ
る
。
ま
た
、
清
代
の
水
利
に
つ
い
て
は
森
田
明
氏
の

一
連
の
研
究
が
あ
る
が
、
氏
の
提
示
す
る

「南
糧
北

調
体
制
の
発
展
的
解
消
」

　
る

　

と
い
う

見
解
を
批
判
し
、
清
中
期

の
永
定
河
治
水
を
地
域
発
展
の
文
脈
の
中
で
捉
え
直
し
た
窯
武
彦
氏

の
論
文
は
、
水

利
史
研
究
に
新
し
い
視
点

を
齎
ら
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

近
年

、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
洪
水
の
被
害
が
甚
大
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
河
川
下
流
域

に
お
け
る
重
度

の
開
発
の
進

展
と
、

上
流
域
に
お
け
る
森
林
伐
採
に
よ
る
保
水
力
の
減
退
な
ど
、
人
間
活
動
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

「環
境
問
題
」
の

一
つ
と

さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
事
態

に
対
し
て
は
、
土
木
工
学
な
ど
の
技
術
的
な
改
善
が
急
務
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の

一
方
で
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ

　
ら

　

ト
技
法

が
、
洪
水
時

に

一
時
に
大
量
の
雨
水
を

一
つ
の
河
道

に
通
す
こ
と
に
な
り
、
被
害
を
よ
り
大
き
く
し
て
い
る
と

の
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
開

発
や
技
術
的
発
展
が
こ
の
状
況
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
我
々
が
歴
史
的
に
河
川
と
ど
の
よ
う

に
関

わ

っ
て
き
た
の
か
、
或

い

は
治
水

技
術
が
如
何
な
る
背
景

に
よ

っ
て
生
ま
れ
て
き
た
か
を
今

一
度
再
考
す
る
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
だ
と
思
わ
れ

る
。

筆
者

は
先
に
、
十
六
世
紀
に
な

っ
て
森
林
伐
採
の
進
展
が
下
流
に
お
け
る
洪
水
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
た
め
、
森
林
の
保
護
を
重
視
せ
ね
ば

　
　

　

な
ら
な

い
と
の
、
今
日
の

「
環
境
」
認
識
と
非
常
に
近

い
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
認
識
は
森
林
行
政
に
影
響
を
及
ぼ

宮

嵜

洋

一

清
代
十
七
～
十
入
世
紀

の
黄
河
治
水
事
業
と
そ
の
背
景



(
a
)

活
季
馴

の
治
水
事

業

黄
河
は
大
河
川
で
あ
り
、
長
江
と
比

べ
て
土
砂
流
量
が
多
い
た
め
范
濫
が
起
き
や
す
く
、
加
え
て
長
安

・
洛
陽

・
開
封
な
ど
歴
代
王
朝

の
首
都

が
近
河

に
点
在
す
る
た
め
古
く
か
ら
開
発
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
水
利

・
治
水
に
は
各
王
朝
は
力
を
注
い
で
い
る
。
大
運
河
が
掘
削
さ
れ
、
江
南

の
物
資

が
北
方
の
首
都

へ
搬
運
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
流
水
を
利
用
す
る
河
川
、
特
に
范
濫
の
多

い
黄
河
を
治

め
る
こ
と
は
、
各
王
朝
の

急
務
で
あ

っ
た
。
元
代
の
費
魯

の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
事
業
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

明
代

に
も
多
く
の
治
水

・
利
水
事
業
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
半
前
後
二
十
七
年

に
わ
た

っ
て
水
利
事
業
を
行

っ
た
播
季
馴
の
も
の
が
注
目
さ

　
　

　

れ
る
。
既
に
播
季
馴
の
治
水
事
業

に
つ
い
て
は
谷
光
隆
氏

の
論
文
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
万
暦
六
～
七
年

に
於
け
る
准
安
付
近

の
河
工
を
中
心
と
し

た
播
季
馴
の
事
跡
が
示
さ
れ
る
が
、

一
定
の
評
価
を
示
し
つ
つ
も
河
川
工
学
の
技
術
面
か
ら
、
播

の
提
示
す
る

「東
水
攻
沙
」

に
対
し
て
批
判
的

　
　

　

な
見
解

が
窺
え
る
。
結
果
か
ら
見
れ
ば
播
の
河
工
は
築
堤

に
力
点
を
置

い
た
も
の
で
、
下
流
の
土
砂
堆
積
に
よ
り
洪
水

の
終
息

に
向

か
わ
な
か

っ

た
こ
と
は
史
実
上
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
発
想
自
体
に
問
題
が
あ

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
こ
こ
で
は
播
の
具
体

的
な
事
跡
を
追
う
の
で
は
な

く
、
彼

が
と

っ
た
方
策
の
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
治
水
事
業
の
時
代
的
在
り
方
を
探

っ
て
み
た
い
。

播
季
馴

は
、
字
は
時
良
、
鳥
程

の
人
で
、
嘉
靖
二
十
九
年

の
進
士
で
あ
り
、
九
江
推
官
よ
り
広
東
巡
按

・
江
西
巡
撫

を
経
て
、
中
央
に
戻

っ
て

刑
部
右

侍
郎
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
万
暦
五
年
、
黄
河

・
准
河
の
決
壊
が
起
こ
り
、
江
蘇
北
部

一
帯
が
水
没
し
た
。
こ

の
時
、
黄
河
を
故
道
に
戻

し
て
水
流

を
安
定
さ
せ
る
か
、
決
壊
地
点
を
塞

い
で
応
急
処
置
を
と
る
か
で
議
論
さ
れ
た
が
決
着
が

つ
か
ず
、
翌
年
播
が
右
都
御
史
兼
工
部
左
侍

一
、
十
七
世
紀
ま
で
の
黄
河
治
水

し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
雲
南
銅
の
搬
運
と

い
う
大
水
運
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し

つ
つ
あ
る
清
朝
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
行
政
的
課
題

　
ア

　

に
直
面
し
た
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
水
利
行
政
の
局
面
で
も
何
ら
か
の
影
響
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
対

症
療
法
的
治
水
事
業
か
ら

よ
り
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
治
水
事
業

へ
の
転
換
で
あ
る
。

以
上

の
観
点
か
ら
、
本
論

で
は
明
代
後
半
か
ら
清
朝
前
半
期
、
特
に
十
七
～
十
八
世
紀

の
黄
河
の
治
水
事
業
に
お
け
る
技
術
と
そ
の
背
景
即
ち

治
水
事
業
の
発
想
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
明
清
時
代

の
水
利
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
行

い
た
い
。
同
時
に
そ
の
時
期
の

「環
境
」
認
識
と
の
関
連

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
研
究
と

「
環
境
問
題
」
と
の
関
わ
り
と
い
う
筆
者

の
注
目
す
る
テ
ー

マ
の
追
求
を
行
う
。



郎
に
任

ぜ
ら
れ
て
対
策
に
当
た
る
こ
と
に
な

っ
た
。
播
は
故
道
の
掘
削
が
困
難
な
こ
と
を
理
由
に
、
決
壊
地
点
で
の
堤
防
建
設
で
対
処
す
る
こ
と

に
す
る
。
播
季
馴
は
、
そ
の
水
利
事
業
の
経
験
を

『河
防

一
覧
』
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
先
ず
は
こ
れ
を
中
心
に
彼

の
水
利
に
対
す
る
考
え
方
を

み
て
み
よ
う
。

播

の
黄
河
治
水
に
関
す
る
考
え
方
は
、
堤
防
構
築
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
上
奏
の
諸
処

に

「臣
惟
防
河
在
堤
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。
彼
は
特

に
河
身
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
離
し
た

「
遥
堤
」
の
設
置
を
重
ん
じ
て
い
る
。
堤
防
を
河
身
か
ら
離

し
て
作
る
こ
と
自
体
は
、

『漢
書
』

巻
二
十
九
溝
油
志
に

「斉
地
卑
下
、
作
堤
去
河
二
十
五
里
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら

い
わ
れ
て
き
た
。

遊
水
地
を
広
く
し
て
水
勢

を
和
ら
げ

る
わ
け
で
あ
る
。
播
も
ま
た
こ
れ
に
な
ら

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
『河
防

一
覧
』
巻
之

二
河
議
弁
惑

に
、

或
有

間
於
馴
日
、
堤
以
遥
言
何
也
。
馴
応
之
日
、
縷
堤
即
近
河
濱
、
東
水
太
急
、
怒
濤
濡
溜
、
必
至
傷
堤
。
遥
堤

離
河
頗
遠
、
或

一
里
余
、

或

二

・
三
里
、
伏
秋
暴
滋
之
時
、
難
保
水
不
至
堤
、
然
出
岸
之
水
必
浅
、
既
遠
且
浅
、
其
勢
必
緩
、
緩
則
堤
自
易

保
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
河
身
近
く
に
築
く

「縷
堤
」
は
河
水
が
怒
濤

の
よ
う
に
下

っ
て
く
れ
ば
必
ず
破
損
す
る
が
、
二

・
三
里
の
う
ち
に
そ
の
勢
い
も

緩
や
か

に
な
り
、
「遥
堤
」

に
よ

っ
て
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
と
述

べ
る
。
し
か
し
、
彼
は
近
河
の
堤
防
の
重
要
性
も
見
て
お
り
、
続
い
て
、

或

日
、
然
則
縷
可
棄
乎
。
馴
日
、
縷
誠
不
能
為
有
無
也
。
宿
遷
而
下
、
原
為
縷
堤
、
未
曾
為
遥
病
也
。
假
令
尽
削
縷
堤
、
伏
秋
黄
水
、
出
岸

泓
溜

。
岸
高
積
之
、
数
年
水
錐
滋
不
能
出
岸
、
第
已
成
之
業
、
不
忍
言
棄
。

と
述

べ
る
。
即
ち
、
縷
堤
を
削

っ
て
し
ま
え
ば
、
水
勢
が
高
ま
る
時
に
水
が
河
岸
に
出
て
溜
ま

っ
て
し
ま
う
が
、
岸
に
高
く
縷
堤
を
築

い
て
お
け

ば
出
岸

し
に
く
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
更
に
縷

・
遥
の
間
に
溜
ま

っ
た
水
は
ど
う
す
る
か
、
と

い
う
問
題
が
出

て
く
る
が
、

こ
れ
に
は
水
位
の
低

い
秋
冬
の
間

に
縷
堤
の

一
部
を
削

っ
て
排
水
し
、
終
わ
れ
ば
再
度
塞
げ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
播
は
「縷
堤
」
と

「遥

堤
」
の
二
本
立
て
で
洪
水
に
臨
も
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
堤
防
問
題
に
か
ら
ん
で
、
彼

の
時
代
に
は
古
代
に
は
な
か

っ
た
問
題
が
出
て
き
た
。
開
発
が
進
ん
で
、
縷

・
遥
の
間
、
更
に
は

縷
内
に
ま
で
人
々
が
進
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
巻
之
三
河
防
険
要
に
、

遥

・
縷
爽
中
居
民
、
及
濱
河
居
民
、
倶
当
諭
以
移
居
高
阜
処
所
、
或
即
結
盧
干
遥
堤
之
上
。
蓋
黄
河
伏
秋
盛
滋
之
時
、
縷
堤
逼
水
、
必
難
侍

以
為
安
。
若
水
至
而
後
避
、
則
無
及
　
。
此
亦
徒
民
、
当
水
衝
者
之
遺
意
也
。
即
小
民
安
土
重
遷
、
亦
須
諭
以
四
月
暫
移
、
至
九
月
復
還
故

肚
。
毎
歳
春
秒
、
司
道
即
厳
行
各
州
県
家
諭
而
戸
暁
之
、
久
之
而
民
知
遥
堤
之
外
皆
楽
土
、
自
有
不
待
駆
迫
、
而
相
率
移
居
者
　
。



と
あ
る
。
遥
堤

・
縷
堤
の
間
、
及
び
川
原
の
居
民
に
は
、
高
く
な

っ
た
土
地

に
移
し
、
或

い
は
遥
堤
の
上
に
居
所
を
移

す
べ
く
指
示
を
出
す
べ
き

で
あ
る
。
黄
河
が
范

濫
し
、
縷
堤

に
水
が
迫
れ
ば
、
心
に
頼
む
も
の
は
有
り
難
く
、
も
し
水
が
襲

っ
て
き
て
か
ら
で
は
遅
す
ぎ
る
。
民
居
を
移
す

こ
と
は
、
水
際
の
も
の
の
心
に
留
め
る
こ
と
で
あ
る
。
人
々
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、
四
月
か
ら
暫
時
移
し
、

九
月
に
は
戻
れ
る
よ
う
に

指
示
す

べ
き
で
あ
る
。

こ
の
た
め
毎
年
春
、
司
道
は
各
州
県
の
家
家
に
指
示
を
出
す
よ
う
徹
底

さ
せ
れ
ば
、
人
々
は
遥
堤

の
外
も
楽
土
で
あ
る
こ

と
を
知

り
、
急
に
迫
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
率
先
し
て
居
を
う
つ
す
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
清
代
に
も
継
承
さ
れ
る
が
、
川
原
に

ま
で
民
居
が
進
出
し
て
土
地
を
拡
大
し
、
こ
れ
が
ま
た
河
身
を
狭
め
て
洪
水

の
原
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
認
識

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
禁

ず
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
実
効
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、
播
季
馴
は
季
節
に
よ
る
移
動
と
い
う
方
法
で
妥
協
す
る
以
外

な
か
っ
た
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
播
は
洪
水
対
策

の
主
眼
に
堤
防
を
あ
て
る
が
、
そ
の
維
持

の
た
め
に
も
い
く

つ
か
の
提
案
を
す
る
。
ま
ず
、
技
術
的
な
面
で

は
堤
防

を
強
固
に
す
る
た
め
堤
防
本
体
に
植
物
を
植
え
て
根
を
は
ら
せ
、
土
を
固
め
る
方
策
を
と
る
。
土
固
め
の
た
め

に
柳
な
ど
を
植
え
る
方
法

自
体
は
新
し
い
や
り
方

で
は
な

い
が
、
巻
之
四
修
守
事
宜
に
、

臥
柳

・
長
柳
須
相
兼
植
、
臥
柳
須
用
挟
桃
大
者
、
入
地
二
尺
余
、
出
地
二

二
二
寸
許
、
柳
去
堤
肚
約
二

・
三
尺
密
栽
、
偉
枝
葉
槽
禦
風
浪
、

長
柳
須
距
堤
五

・
六
尺
許
、
可
桿
水
、
且
毎
歳
有
大
枝
、
可
供
婦
料
。

と
あ
る
よ
う
に
、
防
潮
林
的
な
役
割
を
も
お
わ
せ
、
ま
た
堤
防

の
用
材

へ
の
利
用
な
ど
も
合
わ
せ
た
合
理
的
な
植
林
を
考
え
て
い
る
点
に
は
注
目

で
き
る
。

ま
た
、
ソ
フ
ト
的
な
面
と
し
て
は
、
維
持
の
た
め
の
人
的
組
織
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
巻
之
九
奏
疏
に
は
、

臣
惟
防
河
在
堤
、
而
守
堤
在
人
、
有
堤
不
守
、
守
堤
無
人
、
与
無
堤
同
　
。
近
該
管
河
道
副
使
、
議
令
開

・
帰

・
懐
三
府
、
遵
照
工
科
給
事

中
常
居
敬
題
准
事
例
、
各
於
堤
顯
之
上
、
毎

二
里
修
建
墾
房

一
座
、
愈
墾
老
墜
夫
、
常
川
住
墜
、
看
守
婦
料
、
防
護
堤
岸
、
修
補
増
場
、
填

塞
窩
穴
、
看
守
柳
株
、
禁
逐
樵
牧
、
三
伏
九
秋
之
間
、
不
分
風
雨
、
昼
夜
端
力
防
守
、
法
至
備
　
。

と
あ
り
、
堤
防
に
常
駐

の
監
視
員
を
設
置
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

築
堤

を
重
ん
ず
る
方
法
は
、
即
ち
水
勢
を
堤
防

に
沿

っ
て

一
つ
に
集
め
、
海
口
ま
で
流
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
や
り
方
で
あ
り
、
洪
水
は
そ
の

堤
防
の
決
壊
に
よ

っ
て
起
き
る
の
だ
か
ら
決
壊
の
生
じ
た
場
所
で
修
築
を
行

っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
い
わ
ば

「対
症
療
法
」
的
や
り



(
b
)
斬

輔

の
治
水
論

明
代

ま
で
の
様
々
な
対
策

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
代

に
入

っ
て
も
洪
水
が
頻
発
し
、
順
治
初
年
か
ら
そ
の
対
応

に
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
当

初
は
明
代
ま
で
の
や
り
方
を
踏
襲
し
、
堤
防
の
修
築

に
力
を
注
ぎ
、
特
に
康
煕
十
年

に
河
道
総
督

に
な

っ
た
王
光
裕
な
ど
は
、
播
季
馴
の
方
法
を

踏
襲
す

る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
堤
防
を
築
く
こ
と
は
、
い
わ
ば

「
対
症
療
法
」
で
あ
り
、

一
時
的
に
は
効
果
的

で
は
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け

で
は
本
質
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
堤
防
を
築
く
に
あ
た

っ
て
も
、
単

に
決
壊
し
た
場
所
を
塞
ぐ
だ
け
で
は
洪
水

の
再
発
は
免
れ
な
い
。

治
水
の
在
り
方
に
新
し
い
発
想
を
も

っ
て
当
た

っ
た
の
は
斬
輔
で
あ

っ
た
。

斬
輔

は
、
字
は
紫
垣
、
漢
軍
鑛
黄
旗
人
で
、
順
治
九
年
に
官
学
生
の
資
格
で
国
史
館
編
集
に
あ
て
ら
れ
た
。
以
後
兵
部
員
外
郎
な
ど
を
経
て
、

康
煕
十
年
に
安
徽
巡
撫

に
任
ぜ
ら
れ
る
。
十
六
年

に
前
任
王
光
裕

の
治
河
策
が
実
効
を
お
さ
め
な
か

っ
た
た
め
解
任
さ

れ
、
斬
輔
が
代
わ

っ
て
河

道
総
督

に
抜
擢
さ
れ
る
。

こ
の
後
、
彼
は
治
水
策

に
多
く
を
提
言
し
、
清
代
初
期

の
華
北
水
利

の
上
で
の
大
改
編
を
行

っ
た
。
彼
も
ま
た
、
そ
の

提
言
が

『斬
文
裏
公
治
河
方
略
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
の
提
言
に
従

っ
て
清
代
初
期
の
治
水
論
を
考
察
し
て
み
る
。

斬
も

ま
た
、
築
堤
に
重
点
を
置
く
こ
と
は
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
発
想
の
点
で
注
目
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。
『皇
朝
経

世
文
編
』
巻
九
十
八
工
政

に
収
め
ら
れ
た
彼
の

「
防
河
事
宜
疏
」
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

治
河
之
道
、
必
当
審
其
全
局
、
将
河
道

・
運
道
為

一
体
、
徹
首
尾
而
合
治
之
、
而
後
可
無
弊
也
。
蓋
運
道
之
阻
塞
、
率
由
於
河
道
之
変
遷
、

而
河
道
之
変
遷
、
総
由
向
来
之
議
、
治
河
者
多
尽
力
於
漕
艘
経
行
之
地
、
若
於
其
他
決

口
、
則
以
為
無
関
運
道
、
而
緩
視
之
、
殊
不
知
黄
河

之
治
、
否
緊
数
省
之
安
危
、
即
或
無
関
運
道
亦
断
無
聴
其
衝
決
、
而
不
為
修
治
之
理
。

即
ち
、
治
河
の
方
針
と
し
て
は
、
必
ず
そ
の
全
体

の
局
面
を
調

べ
、
黄
河
河
道
と
運
河
河
道
を

一
体
と
な
し
、
首
尾

一
貫
し
て
こ
れ
を
治
め
れ
ば
、

後
の
愁

い
は
な
い
。
運
河
の
閉
塞
は
黄
河
河
道

の
変
遷
に
よ
る
も
の
で
、
黄
河
河
道
の
変
遷

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
議
を
考
え
て
み
る
と
、

治
河
の
た
め
に
は
漕
運
船
が
通
過
す
る
地
点
に
重
き
を
置
き
、
そ
れ
以
外
の
地
点
で
決
壊
し
て
も
、
運
河
と
関
係
な
け

れ
ば
そ
れ
を
等
閑
視
し
、

方
で
あ

っ
て
、
洪
水

の
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
技
術
の
時
代
的
限
界
と
片
づ
け
て
し
ま
う
の
は
簡
単

で
あ
る
が
、
む
し
ろ
洪
水

発
生
の
原
因
に
対
す
る
考
察
及
び
河
川
系
全
体
と
し
て
対
処
を
考
え
る
と
い
っ
た
部
分
が
な

い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「対
症
療
法
」
で

は
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。



二

、

十

八

世

紀

に

お

け

る

黄

河

下
流

域

の

洪

水

と

そ

の

対

策

(
a
)

雍

正

・
乾
隆
期
黄
河
治
水
概
観

黄
河

は
古
く
か
ら
范
濫
を
続
け
て
い
た
が
、
そ
の
対
策
は
時
と
と
も
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
洪
水
自
体
は
今
日
で
も
発
生
し
て
多
く
の
人
々
の
命

を
奪

っ
て
お
り
、
現
代
の
問
題
で
も
あ
る
。
我
々
は
今
日
の
水
害
に
あ
た

っ
て
、
現
状
が
か
く
の
如
く
あ
る
た
め
こ
こ
が
水
害

の
原
因
に
な

っ
て

い
る
、

と
の
判
断
を
下
し
土
木
工
学
的
な
対
策
を
講
じ
る
が
、
そ
の
現
状
が
如
何
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
ら
れ
た
か
、
ま
た
歴
史
的
に
被
害
の
様

相
が
ど

の
よ
う
に
変
遷
し
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
の
か
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
黄
河
流
域

の
各
地
方
志

や
実
録
、
宮
中
棺
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
記
事
を
検
討
し
、
流
域
の
被
害
状
況
を
分
析
し
、
そ
れ
に
対
し
て
如
何
な
る
対
策
が
と
ら
れ
た
か
を
考
え

て
み
る
。

黄
河
の
治
水
が
数
省
の
安
危
に
関
わ
る
も
の
か
ど
う
か
を
し
ら
な
い
、
即
ち
運
河
に
関
係
な
い
地
点
で
も
そ
の
決
壊
を
許
さ
な
い
の
で
な
く
て
は
、

修
治
之
理
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。

こ
こ

に
斬
輔
の
治
水
論
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
堤
防
が
決
壊
し
た
地
点
を
塞
ぐ
の
と
同
様
、
漕

運
を
重
視
し
て
そ
の
地
域

だ
け
を
重
点
的
に
補
強
す
る
と
い
う
の
も
、

い
わ
ば

「対
症
療
法
」
と
思
わ
れ
る
。
斬
輔
は
こ
う
し
た
や
り
方
を
批
判

し
、
水
系
全
般
を
補
強
し

て
水
害

に
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
は
や
み
く
も
な
堤
防
建
設
を
行

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先

の
王
光
裕
な
ど
は
播
季
馴
の
方
策
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
こ
う
と
し
て

い
る
が
、
斬
輔
は
堤
防

の
有
効
性
自
体
に
は
疑
問
を
抱
い
て
は
い
な
い
が
、
「治
河
要
論
」
の
な
か
で

「蓋
今
日
之
地
形
水
勢
与
明
万
歴
問
大
異
、

即
使
季
馴
而
在
今
日
亦
未
有
不
堤
者
也
」
と
、
地
形
や
水
勢
の
差
異
に
も
配
慮
し
て
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
斬
輔
の
思
想

に
も
、
先

の

「防
河
事
宜
疏
」
に
、

臣
聞
、
治
水
者
必
先
従
下
流
治
、
起
下
流
疏
通
、
則
上
流
自
不
飽
滋
、
故
臣
又
切
切
以
雲
梯
関
外
為
重
、
而
力
請

一
例
築
堤
以
絶
後
患
。

と
あ
る
よ
う
に
、
治
水

の
重
点
を
下
流
に
置

い
て
い
る
。
即
ち
洪
水
発
生
の
原
因
た
る
源
流

に
お
け
る
保
水
力
の
低
下

に
対
す
る
配
慮
は
見
ら
れ

な
い
。
斬
輔
が

「治
河
工
程
」
の
中
で
上
流
の
流
水
量
を
減
じ
る
こ
と
で
洪
水
発
生
を
防
止
す
る
方
法
が
提
示
し
て
い
る
点
は
あ
る
程
度
評
価
し

　り
　

て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
期
既
に
指
摘
さ
れ
始
め
て
い
た
水
源
地
に
お
け
る
保
水
力
の
問
題
が
斬
輔
の
治
水
策
の
中

に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。



元
末

以
降
は
南
流
し
て
お
り
、
明
清
時
代

に
も
幾
度
も
范
濫
を
繰
り
返
し
て
は
い
る
が
、
大
き
な
河
道
変
遷
は
十
九
世
紀
ま
で
な
か

っ
た
。
従

っ
て
黄
河
下
流
域
と
は
、
こ
こ
で
は
江
蘇
省

の
徐
州
府

・
准
安
府
の
諸
地
域
を
指
す
。
清
代
十
八
世
紀

の
雍
正

・
乾
隆
期
の
黄
河

の
范
濫
と
そ
の

対
策
を

『清
実
録
』
の
巻

一
百
二
十
六
の
河
渠
志
で
概
観
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(項
目
は
、
年
月

口
決
壊
ポ
イ

ン
ト

"
被
害
地

"
対
処
者

h
対
処

方
法
の
順
、
(

)
付
き
は
河
官
任
用
記
事
や
具
体
的
な
洪
水
の
事
態
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
)

雍
正

元
年
六

"
中
牟
十
里
店

・
婁
家
荘

n
p
∴

張
鵬
年
死
↓
総
河
斉
蘇
勒

u
同
修
築

元
年
七

"
梁
家
営

・
虐
家
店

"
7
∴

大
学
士
張
鵬
翻
協
修

"
同
修
築

元
年
九

"
鄭
州
来
童
塞
の
民
堤

・
中
牟
楊
橋

"
7
∴

民
間
で
解
決

"
?
・

(二
年

u
稽
曾
筍
n
副
総
河
、
駐
武
防
↓
東
河
分
治
開
始
)

二
年
六

"
儀
封
大
塞

・
蘭
陽
板
橋

"
フ
∴

?
∴

同
修
築

三
年
六

"
唯
寧
朱
家
海

"
　
∴

p
∴

p

四
年
四

"
り
∴

唯
寧

・
虹

・
洒

・
桃
源

・
宿
遷

"
両
広
総
督
孔
硫
殉
協
防

u
同
修
築

(五
年

"
斉
蘇
勒

の
提
議

"
朱
家
海
に
お
い
て
爽
煽
月
堤

・
防
風
婦
を
増
築
、
堤
防
を
削

っ
て
斜
披
と
な
す
、
披
上
に
大
葉
の
柳
を

密
に
植
え
て
防
波
と
す
る

"
工
費
節
減
)

(六
年

u
署
広
東
按
察
使
尹
継
善

を
協
理
江
南
河
務
と
す
る
)

(七
年

u
河
道
総
督
を
江
南
河
道
総
督
と
し
、
孔
鱗
殉
を
あ
て
る
、
清
江
駐
在
。
稜
曾
笏
を
山
東
河
道
総
督
と
し
、
済
寧
駐
在
。
)

(八
年

"
孔
統
殉
死
↓
桟
曾
筍
を
南
河
と
し
、
東
河
に
は
田
文
鏡
を
あ
て
る
)

八
年

u
　∴

宿
遷

・
桃
源
沈
家
荘

一
p
∴

同
修
築

(十
年

u
高
堰
石
堤
完
成
)

(十

一
年

"
稿
曾
筍
隠
退
↓
後
任
両
淮

塩
政
高
斌
)

乾
隆

元
年
四

"
陽
山
毛
城
鋪

"
播
家
道
口
水
深
三
～
五
尺

"
積
水
対
策
を
江
南

・
河
南
の
総
督
巡
撫
と
両
河
総
督
で
議
論

一
↓

二
年

u
高
斌
の
提
案
11
毛
城
鋪
以
下
の
河
道

の
渡
喋
、
徐

・
薫

・
唯

・
宿

・
霊

・
虹
を

へ
て
洒
州
安
河

に
い
た
り
、
洪
澤
湖

に
流

し
、
清

口
を
経
て
黄
河
と
合
流
さ
せ
る
↓
准
揚
京
員
夏
之
芳
の
反
対
↓



三
年

"
高
斌
が
絵
図
で
皇
帝
に
説
明
↓
実
行
↓
毛
城
鋪
に
新
口
を
開
き
旧

口
を
塞
ぐ

三
年
秋

"
黄
河
洪
水

・
運
河
干
上
が
る
↓
南
人
の
文
句
↓
邪
爾
泰

の
調
査
、
高
斌
を
支
持

(六
年

"
高
斌

の
工
事
ロ
宿
遷
～
桃
源

・
清
河
の
二
百
余
里
の
激
流

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
岸

に
縷
堤
六

の
み
で
遥
堤
な
し
↓
運
河

南
岸

の
縷
堤
を
厚
く
し
、
黄
河
北
岸
に
遥
堤
を

つ
く
り
、
縷
堤
内
に
格
堤
九
を
増
築
↓
洪
水
収

ま
ら
ず
、
高
斌
罷
免
↓
後

任
完
顔
偉
)

七
年

日
豊
県
石
林

・
黄
村

・
浦
県
縷
堤

"
?
∴

7
∴

同
修
築

(同
年

"
完
顔
偉
を
東
河
、
白
鍾
山
を
南
河
に
)

十
年

H
P
.
"
阜
寧
陳
家
浦

.
准
黄
沿
岸

一
帯

"
漕
運
総
督
顧
珠
の
提
議
↓
上
流
に
築
堤
し
て
水
勢
を
ま
と
め
る
べ
し

"
実
行

(十

一
年

u
白
鍾
山
罷
免
↓
顧
珠
を
南
河
に
)

(十
三
年

"
顧
珠
を
東
河
に
、
南
河
に
高
斌
復
帰
)

十
六
年
六

"
p
∴

陽
武

"
高
斌

・
顧
珠

H
同
修
築

十
八
年
秋

"
陽
武
十
三
墜

"
↓
詳
細
は

(b
)
参
照

十
八
年
九

"
銅
山
張
家
馬
路

"
霊

・
虹
被
災

"
南
河
尹
継
善

こ
の
時

"
吏
部
尚
書
孫
嘉
澄
の
み
減
水
河
の
開
設
を
主
張
↓
容
れ
ら
れ
ず
↓
詳
細
は

(b
)
参
照

二
十

一
年

"
り
∴

孫
家
集

"
7
∴

同
修
築

(
二
十
二
年

"
南
河
白
鍾
山
、
東
河
張
師
載

の
提
言
↓
徐
州

で
川
幅
が
せ
ば
ま
る
の
で
、
凌
喋
と
築
堤
し
、
北
岸
に
減
水
河
を
引
く
こ
と

↓
実
行
)

(
二
十
三
年

"
安
徽
巡
撫
高
晋
が
協
理
南
河
に
)

二
十
三
年
七

H
寳
家
塞

"
毛
城
鋪

二
局
晋
の
提
言

11
土
瑚
の
再
建
↓
容
れ
ら
れ
ず

"
蒋
家
営

・
傅
家
窪
で
の
減

水
河
の
開
削
を
実
施

二
十
六
年
七

"
武
防

・
榮
澤

・
陽
武

・
祥
符

・
蘭
陽
で
十
五
口
決
壊

・
中
牟
楊
橋

で
百
丈
決
壊

"
♪
∴

P

三
十

一
年

H
銅
浦
庁
韓
家
堂

一
p
∴

♪
∴

同
修
築

(三
十
三
年

日
河
南
巡
撫
阿
思
吟
の
提
言
↓
堤
防
の
増
築
↓
総
河
呉
嗣
爵
の
反
対
↓
興
工
冒
錆
の
弊
)



三
十
八
年

"
朝
邑

"
7
∴

p
∴

り
・

三
十
九
年
八

"
南
河
老
煽
口

"
板
聞

・
潅
安

"
,
∴

同
修
築

(
四
十

一
年

"
南
河
に
薩
載
、
江
南
総
督
高
晋
協
力
し
て
論
議
↓
清
口
か
ら
湖

へ
減
水
河
を
引
き
、
そ
こ
か
ら
黄
河

へ
水
を
引
け
ば
、
そ

の
水
勢

で
黄
河
は
自
然
に
湊
喋
さ
れ
、
河
口
も
自
然
と
収
ま
る
)

(
四
十
二
年

"
引
河
完
成
)

四
十
三
年

"
り
∴

祥
符

"
?
∴

同
修
築

四
十
三
年
閏
六

日
儀
封
十
六
墜

"
り
∴

?
∴

同
修
築

四
十
三
年
八

H
儀
封
十
六
で
再
決
壊

"
♪
∴

大
学
士
阿
桂

"
同
修
築

四
十
五
年
六

H
p
∴

唯
寧
郭
家
渡

・
考
城

・
曹
県

"
,
∴

同
修
築

四
十
六
年
五

u
?
∴

唯
寧
魏
家
荘

u
り
∴

p

四
十
六
年
七

"
儀
封
漫
口
二
十
余

"
北
岸

の
青
龍
岡

へ
"
♪
∴

P

(
四
十
七
年

"
阿
桂
の
提
議
↓
蘭
陽
三
墜
大
煽
の
外
に
南
堤
を
増
築
し
、
引
河
百
七
十
余
里
を
引
き
、
商
丘
七
墜
よ
り
黄
河
に
合
流
さ
せ

る
)

(
四
十
八
年

"
引
河
完
成
)
↓
詳
細
は

(c
)
参
照

四
十
九
年
八

日
p
∴

唯
州
二
墾

"
阿
桂

一
同
修
築

五
十

一
年
秋

"
p
∴

桃
源
司
家
荘

・
咽
壊

H
p
∴

同
修
築

五
十

二
年
夏

"
?
∴

唯
寧
周
家
楼

"
7
∴

同
修
築

五
十
九
年

"
フ
∴

豊
県
の
北
曲
家
荘

"
り
∴

同
修
築

　　
　

清
代

の
治
水
に
つ
い
て
は
、
松
田
吉
郎
氏
が
実
録
を
も
と
に
そ
の
被
災
と
治
水
を
検
討
し
て
い
る
。
氏
は
清
代
の
黄

河
南
流
期
、
即
ち
順
治
初

年

か
ら
咸
豊

四
年
ま
で
を
八
時
期
に
分
類
し
て
各
時
期
の
治
水

の
特
徴
を
述

べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
雍
正

・
乾
隆
期
は
第
4

・
5
期
に
あ

た
り
、

そ
の
特
徴
は
第
四
期
の
雍
正
初
頭
は
河
南
沿
岸
と
河
口
に
水
災
が
集
中
し
、
「東
水
攻
沙
」策
が
行
わ
れ
た
時
期

、
第
五
期
の
雍
正
後
半
か

ら
乾
隆
後
半

に
か
け
て
は
河
口
流
域
で
の
工
事
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
治
水
事
業
の
付
加
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
相
対
的
評
価



と
し
て
は
氏
は

「各
時
期
に
集
中
的

に
水
災
が
発
生
す
る
地
域
は
、
そ
の
前
期
に
修
築
工
事
が
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
れ
は
、

②
期
の
斬
輔
の
修
築
工
事
を
除
き
、
他

の
多
く
の
工
事
は
場
当
た
り
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
総
合
的
治
水
策
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
言

え
よ
う

」
と
述
べ
て
い
る
。

康
煕
十
四
年

・
十
五
年

の
范
濫
に
対
し
て
、
清
朝
政
府
は
斬
輔
を
河
道
総
督
に
充
て
て
対
処
す
る
。
雍
正

『安
東
県
志
』
巻
之
七
河
防
志
に
よ

れ
ば
、
斬
輔
は
、
十
六
年

に
安
東
県
の
清
口
か
ら
雲
梯
関
に
い
た
る
河
道
に
減
水
河
を
掘
削
し
、
雲
梯
関
付
近
に

一
万
八
千
余
丈
に
及
ぶ
外
堤
を

築

い
た
。
十
八
年
に
は
雲
梯
関
に
お
い
て
減
水
煽
六
座
を
築
く
。
築
堤
は
具
体
的
に
は
明
万
暦
時
代
の
堤
防
が
決
壊
し
や
す
か
っ
た
の
で
、

一
尺

の
高
さ
を
加
え
て
い
っ
た
。
『皇
朝
経
世
文
編
』
巻
九
十
八
工
政
二
所
収
の

「治
河
要
論
」
に
よ
る
と
、
清
口
か
ら
周
橋

ま
で
の
九
十
里
は
旧
堤
防

を
修
築

し
、
周
橋
か
ら
謬
煽
ま
で
の
三
十
里
に
つ
い
て
は
堤
防
が
な
か
っ
た
の
で
新
た
に
建
造
し
て
い
る
。
ま
た
、
垣
披
を
堤
防
外

に
河
兵

・
歳

夫
を
動
員
し
て
作
ら
し
め
、
更
に
堤
防
の
強
固
を
は
か
る
た
め
に
柳
を
植
え
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
乾
隆

『陽
山
県
志
』
巻
之
二
河
渠
志
に
よ
れ

ば
、
康
煕
二
十
三
年
か
ら
二
十
四
年

に
か
け
て
、
陽
山
県
の
黄
河
南
岸
に
お
い
て
次
々
と
減
水
煽
を
築
く
。

こ
う

し
て
斬
輔
は
康
煕

二
十
七
年

に
免
職
さ
れ
る
ま
で
、
約
十
年
に
渡

っ
て
治
河
に
務
め
た
。
そ
の
治
水
策
の
背
景

に
は
、

一
、
で
述
べ
た
よ

う
に
、
洪
水
の
対
策
に
河
川
系
を
広
く
み
て
部
分
的
改
修
で
は
解
決
し
な
い
と
い
う
考
え
方
が
窺
え
、
松
田
氏
の
指
摘

す
る
と
お
り

「総
合
的
治

水
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
但
し
、
斬
輔
の
河
工
に
は
同
時
に

一
、
で
述

べ
た
よ
う
な
問
題
点
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
洪
水
対
策
で
も

乾
隆
十

八
年

・
二
十

一
年

・
四
十

一
年

・
四
十
四
年
と
、
か
な
り
大
規
模
な
も
の
も
行
わ
れ
て
お
り
、
斬
輔

の
治
水
事
業

の
み
に
注
目
せ
ず
、
そ

の
後

の
治
水
事
業
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
る

べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
何
故
そ
の
時
点
で
そ
の
よ
う
な
対
策
が
採
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
被
害
の
実
状
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

実
録

の
記
載
の
み
で
は
被
害

の
状
況
は
捉
え
に
く

い
が
、
地
方
志
を
検
証
す
る
と
も
う
少
し
細
か
い
点
が
判

っ
て
く
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
る
政
策

の
背
後

に
あ
る
治
水
事
業
に
対
す
る
考
え
方
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
黄
河
治
水
を
再
考
し
て
み
た

い
。

こ
こ
で
は
河
口
周
辺

の
地
域

に
お
け
る
状
況
を
若
干
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
先
ず
河
口
に
近

い
安
東
県
の
范
濫
の
状
況
か
ら
見
て
ゆ
く
。

雍
正

二
年
、
実
録
に
よ
れ
ば
黄
河
中
流
域

の
河
南
省
儀
封

・
蘭
陽
で
の
決
壊
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
雍
正

『安
東
県
志
』
巻
之
十
五
祥
異
志
に

　ね

　

よ
る
と
、
劉
老
澗

・
五
花
橋
が
浸
水
し
、
田
地

一
千
三
百
頃
が
被
災
こ
と
が
窺
え
る
。
雍
正
三
年

に
は
朱
家
口
で
決
壊
し
た
と
し
か
わ
か
ら
な
い

が
、
乾
隆

『桃
源
県
志
』
に
は
朱
家
口
で
決
壊
し
、
白
洋
河

・
馬
牙
湖

・
体
仁
集

一
帯
の
田
地
が
水
没
し
た
と
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
実
録
に
は
記



(
b
)

乾
隆
十
八
年
の
水
害

と
そ
の
対
策

斬
輔

が
退

い
て
か
ら
も
二

(
a
)
で
述

べ
た
よ
う

に
洪
水
の
被
害
は
絶
え
ず
、
王
新
命

・
凱
音
布

・
干
成
龍

・
董
安
国

・
張
鵬
翻

・
趙
世
顕

・

陳
鵬
年

.
斉
蘇
勒

.
稿
曾
筍

・
尹
継
善

・
孔
硫
殉

・
田
文
鏡

・
高
斌

・
完
顔
偉

・
白
鍾
山

・
顧
珠
と
河
道
総
督
の
任
に
あ
た
り
、
そ
の
対
処
を
行

っ
た
。

こ
の
間
彼
ら
が
皇
帝

に
送

っ
た
報
告
が
、
『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』
の
中

に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
先
ず
比
較
的
被
害
が
大
き

く
、
且

つ
ま
と
ま

っ
た
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
乾
隆
十
八
年

の
洪
水
に
お
け
る
対
策
に

つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。

乾
隆

十
八
年
七
月
二
日
、
江
南
河
道
総
督

の
高
斌
と
協
弁
河
務
の
張
師
載
は
、
黄
運
湖
河
の
水
位
が
安
定
し
て
い
る

こ
と
を
報
告
し
、
乾
隆
帝

　ね
　

も

「覧
奏
欣
慰
」
と
喜
び
を
表
明
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
日
、
山
東
河
道
総
督
の
顧
珠
と
河
南
巡
撫
蒋
柄
も
、
同
様

の
報
告
を
な
し
乾
隆
帝
は

「欣

　め
　

慰
覧
之

」
と
殊
批
を
し
た
た
め
て
い
た
。
し
か
し
、
翌
日
署
両
江
総
督
江
西
巡
撫
那
容
安
は
、
任
地
江
寧

に
向
か
う
途

次
で
目
撃
し
た
銅
山

・
郵

　ハ
　

州

.
宿
遷

の
被
害
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
月
十
二
日
に
高
斌
は
十
日
以
来
連
日
激
し
い
雨
が
続

い
て
水
位
が
上
昇
し
て
き
て
い

　り
　

る
こ
と
を
報
告
し
、
洪
水
の
危
機
が
迫

っ
て
き
て
い
た
。
十

二
日
の
暴
風
雨
で
運
河
東
堤

の
高
郵
州
車
逞
煽
で
水
位
が
溢
れ
、
甘
泉
県
郡
伯
の
二

　　
　

問
が
損
壊

し
て
洪
澤
湖
の
水
が
運
河
東
岸
に
流
出
し
て
き
た
。

こ
の
決

壊
に
つ
い
て
は
、
高
斌
が
七
月
二
十
日
清
口
よ
り
現
場
に
赴
き
、
修
築
に
努
め
て
被
害
の
拡
大
を
防
い
だ
。

結
局
被
害
は
、
徐
州
府
で

は
曲豆
県

で
被
害
が
な
か

っ
た
他
は
、
銅
山

・
宿
遷

・
郵
州

・
唯
寧

に
お
い
て
重
大
で
あ

っ
た
。
河
川
と
民
捻
の
間
の
窪

地
の
田
地
に
河
水
が
注
ぎ
、

ま
た
盧
舎

の
倒
壊
も
多
か

っ
た
。
被
害
は
徐
州
の
み
な
ら
ず
、
准
安

・
揚
州

に
も
拡
大
し
て
い
た
。
署
両
江
総
督
江
西

巡
撫
那
容
安
は

「被
害
が

甚
大
な

の
は
銅
山

・
宿
遷

・
碓
寧

・
安
東

・
桃
源

・
清
河

・
阜
寧

・
高
郵

・
宝
応

・
甘
泉

・
海
州

・
沐
陽
な
ど
十
二
州

県
で
、
沿
岸

の
銅
山

一
帯

さ

れ

て

い
な

い
年

、

例

え

ば

乾

隆

四

・
五

・
十

二

・
十

九

・
二

十

五

・
二
十

九

・
三

十

四

・
三

十

六

・
五
十

・
五

十

三

・
五

十

四

の
各

年

に
も

被

　お
　

害
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
黄
河
の
決
壊
は
ま
さ
に

「年
中
行
事
」
の
態
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上

か
ら
考
え
る
に
、
斬
輔
の
治
水

に
よ
り
黄
河
の
流
れ
は
比
較
的
安
定
し
、
そ
の
後
の
治
水
事
業
が
補
足
的
な
工
事

に
終
始
し
た
と
は
思
え

な
い
。

そ
の
後

の
対
処
に
当
た

っ
た
者
は
寧
ろ
何
故
斬
輔
の
対
処
で
は
解
決
し
得
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
安
定

に
向

か
う
の
か
を
よ
り

深
く
考
慮
す
る
方
向
に
向
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
十
七
世
紀
ま
で
に
は
な
い
、
十
八
世
紀
以
降
の
時
代
的

特
徴
も
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。



で
は
積
水
が
四

・
五
尺
か
ら
七

・
八
尺
に
も
及
び
、
水
没
し
た
盧
舎
は
多
数
に
の
ぼ

っ
た
。
宿
遷

・
唯
寧
で
は
低
地
の
田
地
が
被
水
し
て
作
物
が

腐

っ
て
し
ま

っ
た
。
安
東
で
は
東
西
北
の
三
郷
の
諸
鎮
が
被
水
し
、
桃
源
で
は
田
地
の
十
分
の
六

・
七
が
、
清
河

・
高
郵
で
は
十
分
の
八
が
、
宝

　
　
　

応
で
は
全

て
が
被
水
し
、
海
州
で
は
四
十
八
鎮
、
沐
陽
で
は
二
十
六
賃
が
被
水
し
た
L
と
報
告
し
た
。
策
樗
と
劉
統
勲

も

「各
県
の
被
害
戸
口
は

　の
　

三
万
か
ら
五

・
六
万
戸
に
の
ぼ
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。

と
こ
ろ

で
、
こ
の
時
の
水
害
対
策
に
関
し
て
高
斌
と
張
師
載
は
、
調
査
に
赴

い
た
策
樗
と
劉
統
勲
等
の
報
告
に
よ
り
、
河
庫
の
麟
空
や
堤
防
決

　ハ
　

壊
を
引
き
起
こ
し
た
上
そ
の
修
理
の
た
め
の
物
量
を
顧
空
す
る
怠
慢
等
の
失
察
の
責
任
を
問
わ
れ
、
身
柄
を
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
代

わ
り
に
策
樗

・
寄
赫
徳
ら
が
当
た
る
こ
と
と
な
る
。
高
斌

・
張
師
載
ら
は
、
そ
の
後
直
接
の
悪
意
が
あ

っ
た
わ
け
で
な
く
、
ま
た
乾
隆
十

一
・
二

年
の
治
河

に
功
が
あ

っ
た
こ
と
等
に
鑑
み
、
許
さ
れ
て
策

・
飾
等
と
共
に
河
工
に
復
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
地

の
修
築
が
始
ま

っ
た
頃
、
再
び
大
雨
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
河
南
巡
撫

の
蒋
柄
は
八
月
三
十
日
の
上
奏
で
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
河
北
道
胡
振
組

の
報
告
に
よ
る
と
、
八
月
二
十
日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
雨
が
続
き
、
沁
河
の
水
位
が
四
尺
余
、
黄
河
の
水
位
が
七
尺
余
に

あ
が
り
、

二
十
五
日
に
な

っ
て
原
武

一
帯

の
水
が
陽
武
五
墜
煽
外

に
溢
れ
出
ま
し
た
。
そ
の
勢

い
は
益
々
激
し
く
、
月

石
堤
三
煽
の
格
堤
を
越
え

て
縷
堤

に
迫
り
、
午
後
八
時
頃
に
は
十
三
墜
の
大
堤
を
破
り
ま
し
た
。
私
は
二
十
七
日
に
な

っ
て
陽
武
の
堤
防
に
出
か
け
て
調
べ
ま
し
た
が
、
決

壊
部
分

は
前
年

に
も
決
壊
し
た
箇
所
で
、
広
さ
四
十
余
丈
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。
更
に
五
墜

に
赴
き
月
石
堤
を
調
べ
て
み
ま
す
と
約
三
十
丈
に
わ

た
り
、
格
堤
は
約
六
十
丈

に
わ
た
り
決
壊
し
て
お
り
ま
し
た
」
と
。
こ
の
決
壊

に
よ
り
、
五
墾
付
近
の
蘭
荘

・
安
荘

・
月
石
堤
村
の
三
ヶ
所
で
六

　ぴ
　

十
四
戸
が
被
災
し
、
百
三
十
四
間
の
草
房
と
三
十
五
間
の
瓦
房
が
浸
水
し
た
。
決
壊
箇
所
に
つ
い
て
は
す
ぐ
さ
ま
修
築

に
と
り
か
か

っ
て
い
る
。

ま
た
、
先

の
七
月
の
大
雨
は
江
蘇
省

の
み
な
ら
ず
、
山
東
省

の
折
州
府
で
も
被
害
を
出
し
て
い
た
が
、
こ
の
地
は
ま
た
続
い
て
九
月
四
日
か
ら

雨
が
降
り
だ
し
、
七
日
ま
で
降
り
続

い
た
た
め
、
七
月
の
段
階
で
は
被
害
が
無

い
か
或

い
は
比
較
的
軽
か

っ
た
地
域
ま
で
に
被
害
が
及
ん
で
し
ま

　お　

ま
　

っ
た
。
九
月

に
入

っ
て
も
こ
の
よ
う

に
天
候
は
不
順
で
、
黄
河
中

・
下
流
域

の
天
候
が
回
復
す
る
の
は
九
月
も
終
わ
り

に
な

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。

こ
の
た

め
遅
れ
て
い
た
復
旧
作
業
も
十
月
に
入

っ
て
本
格
化
し
て
ゆ
く
。

復
旧
作
業

の
初
め
に
当
た

っ
て
、
乾
隆
帝
は
十
月
三
日
の
上
諭

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

策
樗
等
摺
奏
、
湖
水
情
形
、
自
九
月
二
十
六
日
後
、
天
宇
晴
霧
、
気
候
収
欽
、
森
澄
之
象
、
全
已
消
除
、
可
望
有

現
無
増
、
等
語
、
朕
心
梢

慰
。
其
所
称
現
在
幣
築
覇
台
、
催
集
物
料
、
以
便
進
帰
堵
築
之
虞
看
来
。
堵
閉
決
口
、
固
属
緊
要
、
但
河
水
正
溜
、
直
趨
力
勢
甚
大
、
向
有



旧
堤
、
尚
経
衝
決
、
今
於
洪
流
奔
放
之
中
、
進
婦
堵
築
、
正
恐
未
易
、
奏
功
揆
蕨
情
形
、
究
不
如
開
@
(手

+
穴
+
乙
)
引
河
、
去
湾
取
直
、

務
求
深
広
、
傳
河
流
漸
引
而
東
、
復
帰
故
道
、
即
修
築
堤
防
、
亦
易
為
力
。
劉
統
勲

・
策
樗
身
在
堤
工
、
相
度
形
勢
、
其
可
開
引
河
与
否
、

自

必
稔
悉
、
前
経
於
図
内
指
画
、
並
降
旨
伝
諭
伊
等
、
想
此
時
当
已
奉
到
、
著
即
将
可
否
開
控
、
並
如
何
簿
弁
之
庭
、
速
行
覆
奏
、
以
慰
朕

　お
ね

懸

注
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
九
月
二
十
六
日
に
な

っ
て
天
気
が
回
復
し
て
き
た
こ
と
を
喜
び
、
さ
ら
に
修
築
の
状
況
に
対
す
る
指

示
を
下
し
て
い
る
。
こ
こ

で
問
題

に
な
る
の
は
引
河
を
開
削
し
て
黄
河
故
道

に
増
水
し
た
水
を
流
し
込
み
、
堤
防
の
修
築
の
便
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
即
ち
「築

　
め
　

堤
重
視
」
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
乾
隆
帝

の
姿
勢
を
現
場
に
あ
る
も
の
達
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

劉
統
勲
は
こ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
現
場
に
赴

い
て
調
査
す
る
と
同
時
に
、
副
将
朱

一
知

・
遊
撃
張
吉
に
現
地
河
員
を

つ
け
て
調
査
さ
せ
、
自
ら

の
調
査

と
突
き
合
わ
せ
て
協
議
し
、
「開
河
引
溜
、
乃
有
益
無
損
之
善
挙
」
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
結
果
的
に
は
工
事

の
行

い
や
す

い
冬
期
の
減

水
期
を
待

っ
て
、
引
水
の
た
め
の
河
道
を
開
き

い
て
決
壊
地
の
残
り
水
を
排
出
し
、
修
堤
を
行
う
こ
と
と
な

っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
九
月
の
銅
山
で
の
決
壊
に
当
た
っ
て
事
態
を
廷
議

に
計
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

『清
史
稿
』
巻

一
百
二
十
六
の
河

渠
志
の
中
に
当
時
の
吏
部
尚
書
孫
嘉
淦

が
減
河
を
開
削
し
て
溜
水
を
大
清
河
に
流
す
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う

に
主
張
す
る
。

及
於
我
朝
、
運
道
河
流
、
皆
沿
旧
制
、
順
治

・
康
煕
年
間
、
河
之
決
塞
、
有
案
可
稽
。
大
約
決
北
岸
者
十
之
九
、
決
南
岸
者
十
之

一
、
北
岸

決
後
、
潰
運
道
半
、
不
潰
者
半
。
凡
其
潰
運
道
者
、
則
皆
由
大
清
河
以
入
海
者
也
。
蓋
以
大
清
河
之
東
南
、
皆
泰
山
之
其
脚
。
故
其
道
亙
古

不
壊
、
亦
不
遷
移
。
従
前
南
北
分
流
之
時
、
已
受
黄
河
之
半
、
嗣
後
張
秋
潰
決
之
日
、
受
黄
河
之
全
、
然
史
但
言
其
由
此
入
海
而
已
。
並
未

聞
有
衝
城
郭
、
渣
人
民
之
事
、
則
此
河
之
有
利
而
無
害
、
亦
百
試
而
足
徴
　
。
目
今
銅
山
決
口
、
不
能
収
功
、
上
下
両
江
、

二

・
三
十
州
県

之
積
水
、
不
能
消
澗
。
故
臣
言
開
減
河
也
。
上
游
水
減
、
則
下
游
水
微
、
決
口
易
塞
、
積
水
早
消
、
但
河
流
急
、
設
開
減
水
河
、
而
奪
溜
以

　り
　

出

、
不
可
不
防
。
故
臣
言
減
入
大
清
河
也
。

即
ち
、

こ
れ
ま
で
の
洪
水
対
策

の
案
に
鑑
み
、
河
道
が
安
定
し
て
お
り
、

一
時
期
は
黄
河
の
流
れ
を
受
け
て
い
た
大
清
河

へ
、
黄
河
の
河
水
の
半

　の
　

ば
を
引

く
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
は
乾
隆
帝
の
判
断
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
戸
部
侍
郎
稽
蹟
の

「條
奏
河
工

事
宜
」

の
提
示
に
あ
た
り
、
乾
隆
帝

は

「
河
患
の
た
め
に
昼
夜
憂
え
、
日
々
廷
臣
を
集
め
て
議
論
さ
せ
た
が
、
旧
黄
河
河
道
に
復
さ
せ
る
な
ど
、



(
c
)

十

八
世
紀
後
半
の
治
水
事
業

乾
隆

四
十
七
年
、
大
学
士
阿
桂
は
そ
の
年
の
河
南
省
で
の
洪
水
に
あ
た
り
、
黄
河
か
ら
分
水
河
を
引

い
て
水
勢
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
提
案
を

し
た
。

阿
桂

は
康
煕
五
十
六
年
八
月
三
日
、
章
佳
氏
正
藍
旗
人
満
州
人
の
大
学
士
阿
克
敦

の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
乾
隆
十
年
麿
生
よ
り
大
理
寺
寺

丞
と
な

り
、
四
年
に
兵
部
主
事
か
ら
翌
年
員
外
郎
更

に
は
郎
中
と
な

っ
た
。
そ
の
後
、
二
度
の
失
策
を
犯
し
た
た
め
、
昇
進
が
遅
れ
た
が
、
十
五

年

に
吏
部
員
外
郎
と
な

っ
て
か
ら
は
、
江
西
按
察
使

・
内
閣
学
士

・
鑛
藍
旗
満
州
副
都
統
を
歴
任
し
、
以
後
暫
く
西
方

に
留
ま

っ
て
軍
務
を
担
当

し
た
。

そ
の
間
の
功
績
に
よ
り
二
十
八
年
に
は
太
子
太
保
を
加
せ
ら
れ
、
翌
三
十
年

に
は
工
部
尚
書
と
な
る
が
、
そ
の
後
も
西
方
統
治
の
腕
を
買

わ
れ
伊
黎
将
軍
と
し
て
活
躍
す
る
。
三
十
年
代
の
後
半
は
金
川
の
乱
の
平
定
に
も
功
を
挙
げ
、
四
十
二
年
武
英
殿
大
学
士
に
補
せ
ら
れ
、
正
紅
旗

満
州
都
統
を
兼
ね
た
。

阿
桂
が
河
工
で
名
を
挙
げ
る
の
は
、
乾
隆
四
十
四
年

の
黄
河
の
儀
封

・
蘭
陽
等
で
の
決
壊
に
お
い
て
の
対
策
か
ら
で
あ

る
。

　
　
　

さ
て
、
乾
隆
四
十
七
年
四
月
、
阿
桂
は

「簿
蘭
陽
三
墜
改
堤
開
河
疏
」
の
中
で
、
「乾
隆
四
十
三
年
以
来
、
河
南
省
黄
河
沿
岸

で
し
ば
し
ば
溢
水

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
灘
面
が
泓
高
し
て
堤
頂
と
比
べ
て
も
僅

に
数
尺
低

い
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
漫
口
は
日
々
深
く
削
れ
、
河
底
は
日
々
高
く

な
り
、

こ
の
た
め
堵
築
合
龍
さ
せ
て
も
目
前
の
急
を
救
う
の
み
で
あ
る
」
と
現
状
を
述

べ
た
後
、
そ
の
対
策
と
し
て
次

の
よ
う
に
語
る
。

惟
得
青
龍
岡
迄
上
南
岸
堤
内
、
自
蘭
陽
三
墾
起
向
東
地
勢
、
就
下
較
之
堤
内
大
河
水
面
、
低
至
三

・
四
尺
不
等
、
若
較
之
北
河
唇
灘
面
、
低

既
に
実
現
が
難
し
い
し
、
蓄
洩

に
勤
め
る
、
間
瑚
を
固
め
る
、
堤
捻
を
増
や
す
、
海
口
を
渡
漠
す
る
な
ど
い
う
に
至

っ
て
は
、
徒
に
空
言

に
走
る

か
、
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
も

の
で
あ
る
。
昔
人
も

『礼
を
議
す
る
は
聚
訟
の
如
く
、
河
を
議
す
る
も
亦
聚
訟
の
如
く
、
曉
曉
と
し
て
巳
ま
ず
、

　の
　

甚
だ
取
る
な
し
』
と
い
っ
て
い
る
。
今
後
な
お
治
河
を

い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
原
奏
を
戻
せ
L
と

い
っ
て
い
る
。

孫
嘉
淦
淦

と
し
て
は
、
中
流
域
か
ら
下
流
域

に
か
け
て
の
地
形
に
配
慮
し
た
方
策
を
提
示
し
た

つ
も
り
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
に
は
既
に

受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
た
。
発
想
自
体
は
河
川
系

に
留
意
し
た
充
分
実
現
可
能
な
対
策
案
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
個
別

の
大
案
を
実
行

に
移
す
よ
り
、
寧
ろ
今
あ
る
形

の
も
の
を
如
何

に
し
て
組
織
的
に
機
能
さ
せ
る
か
、
と
言
う
方
向
に
乾
隆
帝
の
意
識
が
動
い
て
い
た
た
め
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。



至

一
丈
五

・
六
尺
、
至
二
丈
不
等
。
自
此
考
城

・
商
邸
、
共

一
百
七
十
余
里
、
大
率
相
同
、
即
間
有
稽
高
処
所
、
亦
不
甚
懸
殊
、
現
擬
於
相

距
南
堤
千
丈
外
、
連
築
大
堤

一
道
、
且
前
次
南
岸
漫
水
所
過
、
本
有
沿
堤
旧
河
形
、
再
間
段
挑
深
数
尺
、
引
渠

一
道
、
実
有
就
下
之
勢
。
査

此
両
項
工
程
、
計
長

一
百
六
十
余
里
、
工
大
費
繁
、
非
四

・
五
月
之
久
、
不
能
竣
事
、
侯
渠
已
挑
成
、
堤
巳
築
数

丈
後
、
即
於
蘭
陽
三
墾
老

堤
、
捲
寛
鉄
口
、
導
水
由
引
渠
下
注
、
従
商
邸
七
墾
出
堤
、
帰
入
正
河
大
溜
、
勢
必
全
攣
東
向
、
下
帰
故
道
入
海

、
其
曲
家
楼
漫
口
、
自
可

堵

閉
、
並
将
圏
堤
両
頭
、
接
築
北
堤
、
易
於
防
守
、
亦
可
免
防
北
岸
無
数
険
工
。

順
治
九
年

の
当
地
で
の
洪
水
に
あ
た
り
、
対
策
と
し
て
堤
防
構
築
を
と
っ
た
が
、
築
け
ば
壊
れ
る
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ

っ
た
が
、
か
つ
て
の
河

臣
が
上
流
で
分
水
し
て
河
流
の
勢

い
を
和
ら
げ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
様

の
提
案
を
す
る
。
青
龍
岡
よ
り
上
流
の
南
岸

堤
防
内
の
蘭
陽
三
墜
よ
り

東
の
地
勢

は
、
河
面
と
比

べ
て
約
三

・
四
尺
、
北
岸
唇
灘
面
と
で
は
約

一
丈
五

・
六
尺
か
ら
二
丈
程
低

い
。
こ
こ
か
ら
考
城

・
商
邸
ま
で
の
約
百

七
十
余

里
は
若
干
高

い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
ほ
ぼ
同
様
の
地
勢

で
あ
る
。
南
堤
か
ら
千
丈
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
旧
河
道
に
沿

っ
て
渠
を
引
き
堤
防
を

築
き
、
商

邸
七
塗
か
ら
河
道
に
戻
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
工
事
の
狙

い
は
、
二
河
道
を
並
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
黄
河
と
南

の
引
河
の
堤
防
ま
で
を
遊
水
地
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
、
ま
た
再
度

黄
河
と
合

流
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
湖
水
を
利
用
し
て
下
流

の
徐
州
な
ど
の
梢
高
い
地
点
で
の
河
川
の
自
然
湊
喋
に
期
待
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

　れ
　

こ
の
提
案

は
実
行
に
移
さ
れ
、
河
道
開
削
と
築
堤
工
事
は
翌
年

二
月
下
旬
ま
で
続
き
、
三
月

一
日
を
以
て
新
河
道

へ
の
分
流
が
始
ま

っ
た
。
阿
桂

は
そ
の
後

も
、
河
南
省
唯
州
、
江
蘇
省
洪
澤
湖
清
口
及
び
桃
源

・
安
東
、
浙
江

省
の
海
塘
、
湖
北
の
荊
州
な
ど
で
治
水
事
業
に
あ
た
り
、
成
功
を

お
さ
め
て
い
る
。

工
事

の
間
も
数
多
く
の
提
議

・
報
告
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
若
干
の
例
を
引
き
つ
つ
、
興
味
深

い
諸
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
先
ず
工

事
の
労
働

力
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
調
達

に
は

「以
工
代
賑
」
の
方
法
が
採
ら
れ
る
。
黄
河
と

い
う
数
省
に
わ
た
る
大
河
の
治
水

に
あ
た
り
、

官
の
側

の
行
政
力
を
示
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
現
実

に
は
こ
の
方
法
が
議
論
を
よ
ん
で
い
た
。
労
働
力
の
確
保

と
賑
血
の

一
挙
両
得
を
狙

　お
　

っ
た
こ

の
方
策
も
、
既
に
各
地
で
民
間
の
自
活
の
方
向
に
進
ん
で
い
た
が
、
黄
河
の
よ
う
な
大
河
の
工
事

に
当
た

っ
て
も
ま
た
消
極
的
態
度
が
と

ら
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
乾
隆
帝
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

豫
省

工
程
所
用
人
夫
既
多
、
自
不
得
不
借
資
隣
省
。
但
山
東
与
豫
省
境
壌
砒
連
較
為
切
近
、
且
該
省
付
近
之
曹
州
等
府
属
被
水
居
民
、
現
在

覚
食

維
難
急
需
以
工
代
賑
、
況
将
来
曲
家
楼
漫
口
合
龍
、
偉
下
游
民
居
早
就
葵
安
、
断
無
不
踊
躍
従
事
之
理
、
自
応
多
為
催
覚
。
至
直
省
迄



お

わ

り

に

十
六
世
紀
に
お
け
る
、
洪
水
発
生
に
対
す
る
森
林
破
壊
と
土
壌
流
出
と
い
う
科
学
的
な
分
析
が
登
場
し
、
更
に
十
七
世
紀
に
お
け
る
斬
輔
の
登

場
に
よ
り
治
水
事
業

の
新
た
な
方
向
付
け
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
斬
輔
以
後
、
決
壊
地
点
の
修
築
や
上
流
下
流
双
方
の
利
害
を
考
慮
に

い
れ
た

い
わ
ば
全
河
川
系
を
視
界
に
お
さ
め
た
治
水
論
が
戦
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
勿
論
そ
の
多
く
は
技
術
的

・
財
政
的
に
机
上
の
空
論
で

あ
る
こ
と
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
現
実
的
な
対
策
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
論
の

一
つ
が
乾
隆
十
八
年

の
修
堤
で
あ
り
、
乾
隆
四

南
各
属
、
錐
亦
与
該
省
相
連
、
但
較
之
東
省
稻
為
這
隔
、
且
去
年
直
隷
省
南
各
属
尚
属
豊
収
、
小
民
不
籍
力
作
鯛
口
、
若
官
為
催
備
駆
令
赴

　お
　

工
、
恐
愚
民
非
所
楽
従
設
工
。

即
ち
、
被

災
地
及
び
工
事
の
利
害
関
係
が
あ
る
と
こ
ろ
の
民
は
、
勿
論
喜
ん
で
現
場
に
馳
せ
参
じ
る
だ
ろ
う
が
、
近

い
と
は
い
え
賑
抽

の
必
要
が

な
い
よ
う
な
所
の
人
々
は
喜
ん
で
や

っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
故
に
現
場

の
官
僚
達
が
「
以
工
代
賑
」

を
名
目

に
強
制
的
に
人
夫
を
徴
発
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
関
係
官
僚
で
あ
る
直
隷

・
山
東

・
河
南

・
江
南

の
各
総
督

巡
撫
と
河
東

・
江
南

の
河
道
総
督
及
び
欽
差
の
官
僚
で
の
合
議

に
よ
っ
て
対
策
を
講
ず
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ

に
関
連
し
て
、
「
以
工
代
賑
」

の
財
源
の
補
完

に
准
揚
の
塩
商
の
捐
銀

を
充
て
て
い
る
。
四
十
七
年
六
月
十
六
日
両
淮

塩
政
の
伊
齢
阿
が
、

両
淮

塩

商
の
江
広
達

・
程
謙
徳
ら
が

「我
々
商
人
達
は
長
年

に
わ
た
っ
て
皇
帝
の
恩
沢
を
う
け
て
お
り
、
皇
帝
が
こ
の
度
の
蘭
陽
等
処
の
工
事
の

財
源
に
深
い
憂
慮
を
お
示
し
に
な

っ
て
い
る
の
を
聞
き
、
捐
銀

二
百
万
両
を
工
費
に
あ
て
て
頂
き
た
い
」
と
申
し
出
て

い
る
こ
と
を
上
奏
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
乾
隆
帝
は

一
旦
の
謝
辞
を
表
明
し
て
い
る
が
、
七
月
二
十
日
、
再
三
に
わ
た
る
塩
商
か
ら
の
受
け
取
り
の
申
し
出

の
報
告
に

　
ぶ
　

　あ
　

受
け
入
れ
を
示
し
た
。
嗣

い
で
八
月
二
十
三
日
に
は
こ
の
捐
銀
を
山
東
省
に
送
り

「
以
工
代
賑
」
の
費
用
に
充
て
る
べ
く
指
示
し
た
。

　あ
　

塩
政

と
商
人
の
癒
着
構
造
を
知

る
が
故
に
、
乾
隆
帝
は
当
初
受
け
取
り
を
拒
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
は
現
場

に
お
け
る
人
夫
不
足
を
訴

え
る
上
奏
が
続
き
、
且

つ
ま
た
財
政
的
な
悩
み
に
動
か
さ
れ
て
、
こ
れ
を
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
章

(b
)
、
(
c
)
で
の
検
証
か
ら
考
え

る
に
、

乾
隆
帝
と
し
て
は
河
道

の
変
更
な
ど
、
個
人
の
発
想

か
ら
生
ま
れ
た
大
工
事
に
手
を
染
め
る
、

の
い
わ
ば

ハ
ー
ド
的
な
面

に
手
を
加
え
る

よ
り
、
寧

ろ
河
川
系
全
体
を
留
意
し
た
上
で
治
水
事
業
が
機
能
的
に
働
く
よ
う
な
組
織
、
例
え
ば
個
々
の
対
策
を
合
議

で
進
め
さ
せ
る
よ
う
な
、

即
ち
ソ

フ
ト
的
な
面
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後

に
挙
げ
た
事
例
も
こ
の
こ
と
を
示
す
現
象
の

一
つ
と

い
え
よ
う
。



注(1
)

森

田
明

「
明
清
時
代

の
水
利
団
体
1
そ
の
共
同
体
的
性
格

に
つ
い
て
l
」

(『歴
史
教
育
』
第
十
三
巻
第
九
号
、

一
九
六
五
)、
好
並
隆
司

『中
国
水
利
史
研
究
論
放
』

(岡
山
大
学
文
学
部
研
究
叢
書

9
、

一
九
九
三
)
第
1
章
第
3
節
な
ど

の
回
顧
的
論
著
参

照
。

(2
)

J

・
ニ
ー
ダ

ム

『中
国
の
科
学
と
文
明
』

(思
索
社
、

一
九
七
九
)
第
十
巻
参
照
。

(3
)

森

田
明

『清
代
水
利
史

研
究
』

(亜
紀
童
旦
房
、

一
九
七
四
)
並
び

に

『清
代
水
利
社
会
史

の
研
究
』
(国
書
刊
行
会
、

一
九
九
〇
)
。

(
4
)
黨
武
彦

「清
中
期
直
隷
省
に
お
け
る
地
域
経
済
と
行
政

-
永
定
河
治
水
を
中
心

と
し
て
l
」

(川
勝
守
編

『東

ア
ジ
ア

に
お
け
る
生
産
と
流
通

の
歴
史
社
会
学
的
研

究
』
、
中
国
書
店
、

一
九
九
二
)
。

(
5
)

今

日
の
治
水
工
事

に
つ
い
て
の
具
体
的
在

り
方

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
小
出
博
編

「
日
本

の
水
害
』

(東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九
五
四
)
な
ど
、

一
般
的
な
書
籍

を
参
考
と
し
た
。

(6
)

宮
嵜

「
明
清
時
代
、
森
林
資
源
政
策

の
推
移

-
中
国
に
お
け
る
環
境
認
識
の
変
遷

l
」
(
『九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
22
、

一
九
九
四
)
。

(7
)

川
勝
守

「清
、
乾
隆
期
雲
南
銅

の
京
運
問
題
」

(『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』

17
、

一
九
八
九
)
。

(8
)

谷
光
隆

「
黄
准
交
匪
と
播
季
馴

の
河
工
」
(
『東
洋
学
報
』
第
六
十

四
巻
第
三

・
四
号
、

一
九

八
三
)。

(9
)

谷
氏
前
掲
論
文

の
あ
と
が
き
に
は
、
顧
炎
武
や
銭
大

所
、
並
び
に
岸
仲
勉
氏

の
批
判
を
記
す

の
み
で
あ

る
が
、
同
氏
「
黄
准
交
匪
と
楊

一
魁

の
河
工
」

(佐
藤
博
士
退

十
七
年

の
分
流

・
築
堤

で
あ

っ
た
。

現
在
大
量
の
史
料
を
逐
次
検
証
中
で
あ
る
が
、
森
林
破
壊
と
河
川
系
的
治
水
事
業
を
結
び
付
け
た
も
の
は
殆
ど
な
い
。
寧
ろ
そ
う
し
た
個
別
の

発
想
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
結
び
付
け
て
考
え
る
と
こ
ろ
が
出
来
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
十
八
世
紀
と
い
う
時
代

の
限
界
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

水
利

史
の
研
究
は
従
来
、
水
利
組
織
の
検
討
を
通
し
て
中
国
社
会
の
在
り
方
を
追
求
し
て
き
た
。
し
か
し
、
工
事
の
背
景
に
あ
る
科
学
的
認
識

を
考
慮

し
、
或

い
は
十
七

・
十
八
世
紀
の
状
況
を
克
明

に
記
す
棺
案
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
治
水
の
方
向
性
は
再
考
に
価
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
、
技
術
や
具
体

的
な
治
水
工
事
の
組
織

・
方
法
等
に
つ
い
て
は
検
討
し
き
れ
ず
、
且

つ
か
な
り
総
花
的
に
な

っ
た

が
、
明
清
時
代
の
水
利
史
研
究

の
再
考
の
端
緒
と
し
て
、
明
代
の
播
季
馴
、
清
代
の
斬
輔

・
孫
嘉
淦

・
阿
桂
ら
の
水
利
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
。

本
論
で
落
ち
た
部
分
、
個
々
の
水
利
事
業
の
具
体

的
検
証
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。



官
記
念

『中
国
水
利
史
論
叢
』
、

一
九

八
四
)
及
び

「
嘉
靖

・
万
暦
の
交

に
お
け
る
徐
准

の
河

工
」

(小
野
勝
年
博

士
頒
寿
記
念

『東
方
学
論
集
』
、

一
九

八
二
)
の
中

で
、
播
の
河

工
後
も
水
患
が
続

き
、
楊

一
魁

に
お
い
て
方
針
を

「
疏
」

に
転
換
し
て
初
め
て
し
ば
し

の
安
定
を
得
た
と
評
価
し
て
い
る
点
を
み
る
に
、
氏

は
播

の
河
工

に
批
判
的

で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

(10
)

前
掲
、

(
6
)
宮
嵜
論
文
参
照
。

(11
)

松
田
吉
郎

「
清
代

の
黄
河
治
水
機
構
」

(『中
国
水
利
史
研
究
』
16
、

一
九
八
六
)

(12
)

同
地
域
は
全
く
同
じ
箇
所
が
雍
正
四
年
に
も
決
壊
し
、

二
年

の
段
階
よ
り
も
更

に
被
害
が
大
き
く
、
田
地

一
千
七
百
頃
が
被
災

し
て
い
る
。

(
13
)

例

え
ば
光
緒

『安
東
県
志
』
巻
五
民
賦
下
に
は
被
害
状
況
は
不
明
だ
が
、
乾
隆
十
九
年
に
陶
家
馬
頭
北
岸

口
が
決
壊
し
た
こ
と
、

二
十
九
年

に
柴
市
北
堤
が
決
壊
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
十
九
年

の
決
壊
で
は
、
「
城
市
行
舟
」
の
状
況

で
あ

っ
た
こ
と
、
五
十

一
年
に
は
湯
工

口
で
決
壊
し
て
県
城

の
西
門

が
崩
壊
し
て

い
た
。
今
回
、
江
蘇
省

の
地
方
志

の
事
例
の
み
を
提
示
し
た
が
、
山
東

・
河
南
、
更

に
は
陳
西

・
山
西
の
各
地

の
被
害
状
況
と
照

ら
し
合
わ
せ
て
み
て
初

め
て
、
洪
水

の
被
害

と
そ

の
対
策

の
実
状
が
浮

か
び
上
が

っ
て
く
る
。
そ

の
検
証
に

つ
い
て
は
至
急
行

っ
て
い
き
た

い
。

(
14
)

『宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
』

(以
下
、
『
乾
隆
棺
』
と
略
称
)
第
五
輯

P
臨
～
鰯
。

(
15
)

『乾
隆
棺
』
第

五
輯
P
研
～

柵
。

こ
こ
で
は
、
顧
稼

が
報
告

に
黄
河
上
流
の
寧
夏
府

の
報
告
を
引
用
し
、
水
勢
を
報
告
し
て

い
る
点

に
注
目
し
た

い
。

こ
こ
に
、
黄

河
を
河
川
系
と
し
て
捉
え
て
対
策
を
講
じ
て

い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

(
16
)

『乾
隆
棺
』
第
五
輯
P
鮒
。

(
17
)

『乾
隆
棺
』
第
五
輯
P
認
～

㎜
。

(
18
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
11
。

(
19
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
㎜
～

鵬
。

(
20
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
㎜
～

鵬
。

(21
)

『高
宗
実
録
』
巻
四
百
四
十
五
、
乾
隆
十

八
年
八
月
庚
子

の
条
。

(
22
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
鋤
～

鵬
。

(
23
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
謝
～

謝
の
乾
隆
十

八
年
十
月

一
日

の
暫
署
山
東
巡
撫
楊
応
珊
の
上
奏
。

(24
)

『高
宗
実
録
』
巻
四
百
四
十
七
、
乾
隆
十
八
年
九
月
庚
午

の
条

に
、
那
容
安

か
ら

の
報
告
と
し
て
九
月
初
旬
の
大
雨
で
九
月
十

一
日
、
銅
山
で
堤
防
七

・
八
十
丈
が

決
壊
し
た
と
あ
る
。

(25
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
獅
～

謝
の
乾
隆
十

八
年
十
月
七
日

の
劉
統
勲

の
上
奏
。

(26
)

『乾
隆
棺
』
第
六
輯
P
糟
～

珊
の
乾
隆
十

八
年
十
月

八
日

の
野
赫
徳
、
策
樗
等

の
上
奏

に
あ
る
諭
旨

に
も

「今
年
水
患
固
属
天
災
、
亦
由
堤
防
不
固
悟
於
高
斌

・
張



師
載

二
人
之
手
L
と
あ
り
、
堤
防

の
如
何

が
水
害
の
原
因
だ
と
の
認
識
が
窺
え

る
。

(27
)

『皇
朝
経
世
文
編
』
巻
九
十
六
工
政
二
河
防

一
所
収
。

(28
)

『清
史
稿
』
巻

一
百

二
十
六
河
渠

一
に
は

「
上
慮
形
勢
隔
擬
、
不
能
用
」

と
あ
る
。

(
29
)

『高
宗
実
録
』
巻
四
百
四
十
九
、
乾
隆
十
八
年
十
月
甲
辰
の
条
。

(
30
)

『皇
朝
経
世
文
編
』
巻

九
十
七
工
政

三
河
防
二
所
収
。

(31
)

『乾
隆
棺
』
第
五
十
五
輯

P
捌
～
捌
の
三
月
二
日
の
両
江
総
督
薩
載
、
P
鋤
～
鑓
の
三
月
五
日
の
山
東
巡
撫
明
興
等
参
照
。

(32
)

直
隷
永
定
河
水
系

で
の
水
利
事
業
に
お
い
て
、
民
間

の
自
活
に
任
せ
る
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
は
黨
武
彦

「
明
清
期
畿
輔
水
利
論

の
位
相
」

(
『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

第

一
二
五
冊
、

一
九
九
五
)
参
照
。

(33
)

『乾
隆
棺
』
第
五
十

二
輯

P
瀧
～
幽
の
乾
隆
四
十
七
年
六
月
二
十
日

の
山
東
巡
撫
明
興
の
上
奏
。

(
34
)

『乾
隆
櫨
』
第
五
十

二
輯

P
餅
～
鵬
並
び

に
同
書
P
鵬
～
脳
。

(
35
)

『乾
隆
棺
』
第
五
十

二
輯
P
鰯
～
窟
の
伊
齢
阿

の
八
月

二
十
九
日
の
上
奏
。

(
36
)

塩
政

と
商
人
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
滝
野
正

二
郎

「清
代
乾
隆
年
間

に
お
け
る
官
僚
と
塩
商

-
両
淮
塩
引
案
を
中
心
と
し
て
ー

(
一
)、

(
二
)
」

(『九
州
大
学
東
洋
史

論
集
』

15
、

一
九
八
六

お
よ
び
同
誌
22
、

一
九
九
四
)
参
照
。


